
は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
、
政
府
の
日
本
再
興
戦
略
を
受
け
て
、
金
融
審
議
会
が
資
金
調
達
の
多
様
化
お
よ
び
地
域

の
リ
ソ
ー
ス
の
活
用
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
を
通
じ
た
資
金
調
達
の
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
新
規
・
成
長
企
業
に
対
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
の
供
給
促
進
策
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
（
１
）。

今
後
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
拡
大
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
資
金
調
達
側
の
ニ

ー
ズ
、
資
金
提
供
者
の
広
が
り
、
ス
キ
ー
ム
の
拡
大
、
仲
介
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
の
持
続
可
能
性
、
規
制
の
在
り
方
な

ど
、
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
資
金
調
達
者
と
し
て
は
、
新
興
・
成
長
企
業
の
資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
新

興
・
成
長
企
業
よ
り
も
、
地
場
産
業
や
伝
統
産
業
、
あ
る
い
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
分
野
の
資
金
調
達
事
例
が
主
流
を
占

め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
資
金
提
供
者
と
し
て
は
、
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
を
有
す
る
、
一
般
の
個
人
が
対
象
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
単

に
ネ
ッ
ト
上
で
呼
び
か
け
れ
ば
、
自
ず
と
資
金
が
集
ま
る
よ
う
な
安
易
な
も
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
や
性
格
に
よ
っ

て
異
な
る
属
性
の
資
金
提
供
者
が
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
運
営
者
と
資
金
提
供
者
の
関
係
も
重
要
な
要
素
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
三
に
、
投
資
型
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
観
点
か
ら
様
々
な
議
論
や
検
討
が
な
さ
れ

て
い
る
。
現
在
、
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
匿
名
出
資
組
合
を
利
用
す
る
事
例
が
多
い
が
、
株
式
型
に
つ

い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
株
式
型
が
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
る
か
は
予
見
で
き
な
い
が
、
資
金
の
受
け
皿
と
し
て
の
ス
キ
ー

ム
の
拡
大
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
利
便
性
を
高
め
る
う
え
で
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
金
融
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
仲
介
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
持
続
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
小
口
の
資
金
を
多
数
の
出
資
者
か
ら
集
め
て
、
小
規
模
な
事
業
に
提
供
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
は
、

採
算
性
の
厳
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
介
者
の
収
益
性
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
に
、
規
制
に
つ
い
て
は
、
現
在
自
主
規
制
と
い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

詐
欺
的
な
事
例
が
横
行
す
る
と
、
市
場
参
加
者
の
信
頼
を
失
う
反
面
、
過
剰
な
規
制
は
市
場
の
成
立
の
阻
害
要
因
と
な
る
。
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
課
題
の
う
ち
、
①
資
金
調
達
者
の
ニ
ー
ズ
、
②
資
金
提
供
者
の
属
性
、
③
ス
キ
ー
ム
の
拡
大
と
い
う
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

１
　
資
金
調
達
者
の
ニ
ー
ズ

日
本
再
興
会
議
の
議
論
で
は
、
新
興
・
成
長
企
業
の
資
金
調
達
手
段
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
て
い
る

が
、
現
状
を
見
る
限
り
新
興
・
成
長
企
業
よ
り
も
、
地
場
産
業
や
伝
統
産
業
、
あ
る
い
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
分
野
の
資

金
調
達
事
例
が
主
流
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
技
術
系
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
場
合
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

の
親
和
性
は
必
ず
し
も
強
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
資
金
提
供
者
が
技
術
を
理
解
し
、
投
資
判
断
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を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
点
、
第
二
に
資
金
調
達
者
が
技
術
面
の
開
示
に
積
極
的
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
技
術
を
開
示
す
る
と
ラ
イ
バ
ル
に
先
を
越
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
な
が
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の

事
例
は
、
伝
統
的
な
地
場
産
業
が
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
資
金
調
達
し
た
事
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
東
日
本
大
震
災

の
被
災
企
業
と
い
う
点
で
、
特
殊
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
る
資
金
調
達
ニ
ー
ズ
に
関
し
て
示
唆
す
る
点
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
再
生
事
例
（
酔
仙
酒
造
）

酔
仙
酒
造
株
式
会
社
は
、
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
本
社
（
工
場：

同
県
大
船
渡
市
）
を
置
く
老
舗
酒
造
で
、
そ
の
創
業
は
、
一
九

四
四
年
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
社
は
も
と
も
と
地
元
に
あ
っ
た
八
軒
の
造
り
酒
屋
が
、
戦
時
中
の
「
企
業
統
合
令
」
に
よ
っ
て
一
社

に
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
統
合
時
の
社
名
は
「
気
仙
酒
造
」）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
に
よ
っ
て
、
同
社
倉
庫
を
含
む
全
て
の

建
物
が
壊
滅
・
流
失
し
、
一
切
の
生
産
設
備
、
在
庫
を
失
う
と
と
も
に
、
七
名
の
従
業
員
も
失
う
被
害
を
被
っ
た
（
２
）。

被
災
後
、
同
社
は
、
経
営
者
お
よ
び
従
業
員
の
尽
力
と
、
各
種
義
捐
金
、
ま
た
同
県
所
在
の
酒
造
、
岩
手
銘
蔵
が
酒
蔵
を
貸
し
出

す
な
ど
の
支
援
に
よ
っ
て
、
被
災
半
年
後
に
は
酒
造
を
再
開
す
る
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
さ
ら
に
、
震
災
翌
年
の
二
〇
一
二
年
三
月
に
は
、

大
船
渡
市
に
新
工
場
の
建
築
を
開
始
し
、
同
年
八
月
に
は
、
新
工
場
で
仕
込
み
を
再
開
し
た
（
３
）。

同
社
が
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
資
金
調
達
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
フ
ァ
ン
ド
運
営
会
社
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
が
被
災
直
後
の
三
月
中
か
ら
被
災
地
企
業
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
際
、
同
社
社
員
が
同
社
に
転
職
す
る
前
に
勤
務
し
て
い
た
、
別
の
酒
造
会
社
が
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
資
金
調
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達
し
た
経
験
を
有
し
て
お
り
、
当
該
社
員
が
こ
の
資
金
調
達
方
法
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
、
同
社
が
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
利
用
す
る
上
で
有
益
だ
っ
た
と
い
う
。

同
社
が
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
調
達
し
た
資
金
は
、
三
〇
〇
〇
万
円
、
フ
ァ
ン
ド
は
匿
名
組
合
契
約
で
あ
り
、
そ

の
ス
キ
ー
ム
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
４
）。

①
取
扱
者：

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
株
式
会
社

②
出
資
募
集
最
大
総
額
（
口
数
）：

一
五
〇
〇
万
円
（
三
〇
〇
〇
口
）

③
申
込
単
位
（
一
口
あ
た
り
）：

五
〇
〇
〇
円
、
た
だ
し
、
本
匿
名
組
合
契
約
の
申
込
に
は
一
口
あ
た
り
五
〇
〇
〇
円
の
応
援
金
が
別

途
必
要
と
な
り
、
出
資
金
の
み
ま
た
は
応
援
金
の
み
で
の
申
込
は
不
可
。（
上
限
口
数：

一
〇
〇
口
）

④
出
資
金
取
扱
手
数
料：

五
〇
〇
円
（
た
だ
し
、
応
援
金
に
は
手
数
料
は
不
要
）

⑤
取
扱
者
の
報
酬：

出
資
金
取
扱
手
数
料
五
〇
〇
円
／
口

⑥
募
集
受
付
期
間：

二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
一
日
〜
二
〇
一
二
年
三
月
三
一
日

⑦
会
計
期
間：

営
業
開
始
日
か
ら
七
年
（
八
四
ヶ
月
）

⑧
契
約
期
間：

本
匿
名
組
合
契
約
成
立
日
か
ら
会
計
期
間
終
了
日

⑨
分
配
比
率：

会
計
期
間
開
始
日
か
ら
三
六
ヶ
月
間
は
、
無
分
配
期
間
と
さ
れ
、
売
上
金
額
の
〇
・
〇
〇
％
で
あ
る
が
、
無
分
配
期

間
終
了
後
か
ら
会
計
期
間
終
了
日
ま
で
の
四
八
ヶ
月
間
は
、
売
上
金
額
の
一
・
〇
六
％
で
あ
る
。

⑩
予
想
リ
ク
ー
プ
平
均
月
売
上
金
額：

二
九
四
八
万
一
一
三
二
円
（
税
込
）

⑪
被
災
前
概
算
平
均
月
売
上
金
額：

七
七
三
五
万
六
五
八
三
円
（
税
込
）

な
お
、
資
金
使
途
は
、
原
材
料
購
入
費
（
酒
米
購
入
費
等
）
二
二
三
〇
万
円
、
酒
造
設
備
（
充
填
機
、
ボ
イ
ラ
ー
、
ジ
ェ
ッ
ト
プ
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リ
ン
タ
ー
、
タ
ッ
ク
ラ
ベ
ラ
ー
等
）
七
七
〇
万
円
、
計
三
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
取
扱
者
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
）
は
、
年
一
回
監
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
一
口
一
万
円
で
総
額
三
〇
〇
〇
万
円
の
資
金
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
半
額
の
五
〇
〇
〇
円
は
寄
付
、

残
り
半
額
の
五
〇
〇
〇
円
が
出
資
で
あ
り
、
寄
付
と
出
資
に
よ
っ
て
被
災
企
業
を
支
援
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
出
資
部

分
の
五
〇
〇
〇
円
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
三
年
間
は
無
分
配
で
、
残
り
の
四
年
間
で
分
配
さ
れ
る
。
そ
の
際
の
分
配
金
は
、
売
上
高

の
一
・
〇
六
％
を
設
定
し
て
い
る
。
予
想
リ
ク
ー
プ
月
次
売
上
高
は
、
二
九
四
八
万
一
一
三
二
円
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
年
間
三
億

五
三
七
七
万
三
五
八
四
円
と
な
り
、
こ
れ
が
実
現
す
る
と
年
間
の
分
配
金
総
額
は
、
三
七
五
万
円
と
な
る
の
で
、
四
年
間
の
合
計
額

一
五
〇
〇
万
円
と
な
り
、
一
口
当
た
り
五
〇
〇
〇
円
の
分
配
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
想
を
上
回
る
売
上
高
が
実
現
し
た
場
合
、

分
配
金
額
は
出
資
金
額
を
上
回
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
下
回
れ
ば
、
分
配
金
額
は
出
資
金
額
を
下
回
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
投
資
家
特
典
と
し
て
、
①
出
資
口
数
三
口
以
上
の
出
資
者
を
対
象
に
、「
活
性
原
酒
・
雪
っ
こ
」（
七
二
〇
ml
）
を
三
口
ご

と
に
一
本
送
付
、
②
同
社
の
蔵
で
の
交
流
会
参
加
（
た
だ
し
、
渡
航
費
、
宿
泊
費
、
食
費
等
は
参
加
者
負
担
）
を
実
施
す
る
予
定
で

あ
る
。

同
社
に
よ
る
と
、
出
資
者
は
八
四
二
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
出
資
以
前
か
ら
の
同
社
商
品
の
購
入
者
は
、
二
割
程
度
で
、
残
り
の

八
割
は
震
災
を
き
っ
か
け
に
、
被
災
地
支
援
の
も
と
に
出
資
に
参
加
し
た
と
推
測
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
社
の
本
格

的
な
再
建
の
た
め
に
は
、
工
場
建
設
資
金
と
し
て
一
〇
億
円
以
上
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
の
調
達

資
金
に
よ
っ
て
全
額
を
賄
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
利
用
す
る
趣
旨
は
、
単
な
る
資
金
調
達
だ
け
で

な
く
、
同
社
商
品
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
な
側
面
が
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
情
報
発
信
し
、
購
入
者
層
の
拡
大
に
つ
な
げ
る
意
図
を

有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
出
資
者
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
（
工
場
見
学
な
ど
）
が
有
益
で
あ
り
、
継
続
的
に
企
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画
を
実
施
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
の
フ
ァ
ン
ド
に
出
資
す
る
と
、
Ｉ
Ｄ
お
よ
び
パ

ス
ワ
ー
ド
が
設
定
さ
れ
、
同
社
Ｈ
Ｐ
か
ら
フ
ァ
ン
ド
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
運

用
状
況
、
出
資
先
企
業
の
営
業
状
況
、
様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
動
画
な
ど
の
情
報
が
発
信
さ
れ
、
出
資
者
と
企
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
図
ら
れ
て
お
り
、
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
に
も
有
用
な
チ
ャ
ネ
ル
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
再
生
事
例
（
八
木
澤
商
店
）

株
式
会
社
八
木
澤
商
店
は
、
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
本
社
を
置
く
、
醤
油
醸
造
会
社
で
あ
る
。
設
立
は
一
九
六
〇
年
で
あ
る
が
、

そ
の
ル
ー
ツ
は
一
八
〇
七
年
（
文
化
四
年
）
の
八
木
澤
酒
造
の
創
業
に
始
ま
る
。
大
正
年
間
は
、
醤
油
醸
造
業
を
兼
業
し
て
い
た
が
、

一
九
四
四
年
、
八
つ
の
酒
造
業
が
合
併
し
、
気
仙
酒
造
操
業
工
場
と
な
る
も
の
の
、
一
九
四
五
年
に
は
気
仙
酒
造
操
業
工
場
を
辞
退

し
、
ヤ
マ
セ
ン
味
噌
・
醤
油
製
造
を
開
始
し
、
上
記
の
通
り
一
九
六
〇
年
、
株
式
会
社
八
木
澤
商
店
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一

九
八
二
年
に
は
、
し
ょ
う
ゆ
を
加
工
し
た
、
つ
ゆ
・
た
れ
類
製
造
を
開
始
し
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
創
業
二
〇
〇
周
年
を
迎
え
た
。

し
か
し
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
同
社
の
蔵
お
よ
び
製
造
工
場
が
全
壊
、
流
失
し
た
。
震
災
直
後

か
ら
、
岩
手
県
の
内
陸
に
営
業
拠
点
を
移
し
、
岩
手
県
、
秋
田
県
、
宮
城
県
、
新
潟
県
の
醸
造
蔵
に
製
造
を
委
託
、
そ
の
商
品
の
販

売
を
開
始
し
、
翌
二
〇
一
二
年
五
月
に
は
、
岩
手
県
一
関
市
大
東
町
に
製
造
工
場
の
建
設
を
着
工
し
、
同
年
一
〇
月
に
は
、
岩
手
県

陸
前
高
田
市
に
戻
り
、
本
社
兼
店
舗
を
再
開
す
る
と
と
も
に
、
岩
手
県
一
関
市
大
東
町
に
自
社
製
造
工
場
を
竣
工
し
、
二
〇
一
三
年

二
月
か
ら
は
、
自
社
工
場
で
の
製
造
を
開
始
し
た
（
５
）。

同
社
社
長
に
よ
る
と
、
社
長
自
身
も
従
業
員
も
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
み
な
ら
ず
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
知
識
は
な
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く
、
む
し
ろ
警
戒
心
も
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
資
金
調
達
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
資
金
調
達
し
た
会
社
関
係
者
と
人
的
な
信
頼
関
係
が
あ
り
、
そ
の
紹
介

で
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
の
担
当
者
に
出
会
っ
た
の
が
き
っ
か
け
と
い
う
。

同
社
は
、
二
回
に
わ
た
っ
て
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
二
号
フ
ァ
ン
ド
は
、
二

〇
一
四
年
一
〇
月
末
現
在
、
募
集
中
）。

ま
ず
、
第
一
号
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
資
金
調
達
額
は
、
五
〇
〇
〇
万
円
で
あ
り
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
６
）。

な
お
、

①
お
よ
び
③
〜
⑤
に
つ
い
て
は
、
酔
仙
酒
造
の
ス
キ
ー
ム
と
同
様
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

②
出
資
募
集
最
大
総
額
（
口
数
）：
二
五
〇
〇
万
円
（
五
〇
〇
〇
口
）

⑥
募
集
受
付
期
間：

二
〇
一
一
年
四
月
二
五
日
〜
二
〇
一
一
年
九
月
三
〇
日

⑦
会
計
期
間：

営
業
開
始
日
か
ら
八
年
一
〇
ヶ
月
（
一
〇
六
ヶ
月
）

⑧
契
約
期
間：

本
匿
名
組
合
契
約
成
立
日
か
ら
会
計
期
間
終
了
日

⑨
分
配
比
率：

会
計
期
間
開
始
日
か
ら
三
六
ヶ
月
間
（
無
分
配
期
間
）：

売
上
金
額
の
〇
・
〇
〇
％
、
無
分
配
期
間
終
了
後
か
ら
会
計

期
間
終
了
日
ま
で
（
七
〇
ヶ
月
間
）：

売
上
金
額
の
一
・
〇
〇
％

⑩
予
想
リ
ク
ー
プ
平
均
月
売
上
金
額：

三
五
七
一
万
四
二
八
六
円
（
税
込
）

⑪
被
災
前
概
算
平
均
月
売
上
金
額：

一
二
二
五
万
円
（
税
込
）

な
お
、
資
金
使
途
は
、
新
工
場
の
設
備
費
（
ボ
イ
ラ
ー
、
ラ
イ
ン
設
備
、
釜
の
設
置
等
）
二
三
〇
〇
万
円
、
製
品
原
材
料
購
入
費

（
一
年
分
）
二
七
〇
〇
万
円
、
計
五
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
酔
仙
酒
造
の
ス
キ
ー
ム
と
同
様
、
予
想
を
上
回
る
売
上
高
が
実
現
し
た
場
合
、
分
配
金
額
は
出
資
金
額
を
上
回
る
こ
と
に
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な
り
、
逆
に
下
回
れ
ば
、
分
配
金
額
は
出
資
金
額
を
下
回
る
こ
と
に
な
る
。

同
社
に
よ
る
と
、
こ
の
第
一
号
フ
ァ
ン
ド
は
、
予
定
よ
り
も
早
く
八
月
末
に
は
満
額
の
出
資
が
集
ま
り
、
募
集
完
了
と
な
っ
た
。

ま
た
、
出
資
者
総
数
は
一
六
二
〇
名
で
あ
っ
た
。

現
在
、
募
集
中
の
第
二
号
フ
ァ
ン
ド
は
、
資
金
調
達
額
一
億
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
は
第
一
号
フ
ァ
ン
ド
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
の
で
、
主
な
相
違
点
の
み
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

②
出
資
募
集
最
大
総
額
（
口
数
）：

五
〇
〇
〇
万
円
（
一
万
口
）

⑥
募
集
受
付
期
間：

二
〇
一
一
年
一
一
月
二
九
日
〜
二
〇
一
五
年
三
月
三
一
日

⑦
会
計
期
間：

二
〇
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
〇
二
二
年
三
月
三
一
日
（
一
〇
年
）

⑨
分
配
方
法：

分
配
金
は
一
括
し
て
、
最
終
決
算
日
後
に
支
払
わ
れ
る
。
な
お
、
分
配
金
に
は
劣
後
特
約
が
付
さ
れ
る
。

⑩
分
配
比
率：

会
計
期
間
開
始
日
か
ら
三
六
ヶ
月
間
（
無
分
配
期
間
）：

売
上
金
額
の
〇
・
〇
〇
％
、
無
分
配
期
間
終
了
後
か
ら
会
計

期
間
終
了
日
ま
で
（
八
四
ヶ
月
間
）：

売
上
金
額
の
三
・
九
％

⑪
予
想
リ
ク
ー
プ
平
均
月
売
上
金
額：

一
五
二
六
万
二
五
一
五
円
（
税
込
）

⑫
被
災
前
概
算
平
均
月
売
上
金
額：

一
五
〇
〇
万
五
二
五
〇
円
（
税
込
）

な
お
、
資
金
使
途
は
、
醤
油
工
場
建
設
費
の
一
部
二
五
〇
〇
万
円
、
醤
油
工
場
製
造
設
備
（
麹
室
、
ボ
イ
ラ
ー
等
）
の
一
部
二
五

〇
〇
万
円
、
醤
油
原
材
料
費
の
一
部
（
初
年
度
）
五
〇
〇
〇
万
円
、
計
一
億
円
で
あ
る
。

同
社
社
長
に
よ
る
と
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
資
金
調
達
の
意
義
は
、
同
社
商
品
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
側
面
が
あ

る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
調
達
資
金
が
金
融
庁
の
「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
上
、
資
本
性
劣
後
ロ
ー
ン
と
さ
れ
、
資
本
と
み
な
さ

れ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
、
以
下
で
あ
る
。
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金
融
庁
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
、「『
資
本
性
借
入
金
』
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響

や
今
般
の
急
激
な
円
高
の
進
行
等
か
ら
資
本
不
足
に
直
面
し
て
い
る
企
業
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
改
善
を
図
り
、
経
営
改
善
に
つ
な

が
る
よ
う
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
運
用
の
明
確
化
を
行
う
」
旨
を
発
表
し
た
（
７
）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
十
分
な
資
本
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
借
入
金
」（「
資
本
性
借
入
金
」）
に
つ
い
て
、「
資
本
」
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
条
件
を
明
確
化
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
償
還
条
件：

一
五
年
か
ら
五
年
超
に
変
更
、
②
金
利
設
定：

業
績
悪
化
時
の
最
高
金

利
〇
・
四
％
か
ら
「
事
務
コ
ス
ト
相
当
の
金
利
」
の
設
定
も
可
能
」
に
変
更
、
③
劣
後
性：

無
担
保
（
法
的
破
綻
時
の
劣
後
性
）
か

ら
「
必
ず
し
も
『
担
保
の
解
除
』
は
要
し
な
い
（
但
し
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
必
要
）」
に
変
更
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
措
置
に
よ
り
「
例
え
ば
、
震
災
の
影
響
で
資
本
が
毀
損
し
て
い
る
企
業
で
あ
っ
て
も
、
既
存
の
借
入
金
を
「
資
本
性
借
入
金
」

の
条
件
に
合
致
す
る
よ
う
変
更
（
Ｄ
Ｄ
Ｓ：

デ
ッ
ト
・
デ
ッ
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
が
改
善
し
、

結
果
と
し
て
、
金
融
機
関
か
ら
新
規
融
資
を
受
け
や
す
く
な
る
な
ど
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
」
と
し
（
８
）、

具
体
的
な
利
用
例
と
し
て
、

①
日
本
政
策
投
資
銀
行
と
地
方
銀
行
と
の
連
携
フ
ァ
ン
ド
等
に
よ
る
活
用
、
②
被
災
企
業
を
支
援
す
る
小
口
出
資
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る

活
用
が
挙
げ
ら
れ
、「
小
口
出
資
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
な
匿
名
組
合
出
資
方
式
の
フ
ァ
ン
ド
等
に
お
い
て
も
、
本
ス
キ
ー
ム
を
活
用
す

る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
同
社
の
資
本
金
は
一
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
が
、
再
建
の
た
め
の
資
金
を
融
資
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
財
務
上
負
債
に
組
み

込
ま
れ
る
た
め
、
過
剰
債
務
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
上
の
債
務
者
区
分
が
低
く
な
り
、
金
融
機
関
か
ら
の

新
規
融
資
が
得
ら
れ
な
く
な
る
が
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
金
が
資
本
と
み
な
さ
れ
る
と
、
過
剰
負
債

状
態
に
陥
ら
ず
、
債
務
者
区
分
も
上
方
遷
移
し
、
通
常
先
と
し
て
新
規
融
資
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
財
務
上
の
効
果
は
、
再
建
を
目

指
す
企
業
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
事
例
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
資
本
増
強
策
と
し
て
活
用
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さ
れ
た
事
例
と
言
え
る
。

こ
の
事
例
の
意
義
を
敷
衍
す
る
と
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
資
金
規
模
は
、
当
該
企
業
の
必
要
資
金
規
模
か
ら
す
る
と
、

必
ず
し
も
大
き
な
も
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
資
金
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
、
既
存
の
金
融
機
関
の
資
金
を
誘
引
す
る
効
果
が
生
じ
、

両
者
の
資
金
チ
ャ
ネ
ル
が
結
合
さ
れ
、
一
種
の
シ
ナ
ジ
ー
的
な
効
果
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
と
既
存
の
金
融
機
関
は
、
二
者
択
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
共
存
す
る
こ
と
で
企
業
再
生
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
企
業
の
み
な
ら
ず
地
域
再
生
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２
　
資
金
提
供
者
の
特
性

次
に
、
資
金
提
供
者
の
特
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
際
し
て
、
市
民
出
資
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ァ
ン
ド
を
組
成
し
た

事
例
を
も
と
に
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
奈
良
県
下
で
五
回
に
わ
た
っ
て
市
民
共
同
発
電
所
を
組
成
し
た
「
お
て
ん
と
さ
ん
市
民

共
同
発
電
所
」（
一
〜
四
号
機
）
お
よ
び
「
恋
の
窪
未
来
発
電
所
＠
な
ら
コ
ー
プ
」（
一
号
機
）
の
事
例
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
の
出
資
者
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
も
と
に
同
事
業
を
検
討
す
る
。

こ
の
事
業
の
発
端
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
な
ら
コ
ー
プ
の
理
事
な
ど
六
名
が
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
目
的
と
し
て
「
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
会
」
を
始
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
会
は
「
サ
ー
ク
ル
お
て
ん
と
さ
ん
」
と
名
称
を

変
更
し
た
後
、
特
定
非
営
利
法
人
に
組
織
変
更
し
、
現
在
ま
で
に
四
つ
の
市
民
共
同
発
電
所
を
設
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
非
営
利

法
人
と
人
的
関
係
を
有
す
る
一
般
社
団
法
人
・
地
域
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
奈
良
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
経
験
を
踏
ま
え
て
市
民
共
同
発

電
事
業
を
行
い
、
合
計
五
つ
の
事
業
を
展
開
し
て
い
る
（
図
表
１
参
照
）。

ま
ず
、
お
て
ん
と
さ
ん
市
民
共
同
発
電
所
の
最
初
の
事
業
（
一
号
機
）
は
、
社
会
福
祉
法
人
協
同
福
祉
会
の
運
営
す
る
特
別
養
護

（34）
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図表１　「おてんとさん市民共同発電所」および「恋の窪未来発電所
＠ならコープ」の事例

事業主体 任意団体サークルおてんとさん N P O法人
サークルお
てんとさん

地域未来エ
ネルギー奈
良

事業名称 おてんとさん市民共同発電所 恋の窪未来
発電所＠な
らコープ

項　目 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 １号機
発電所名称 あすなら苑

おてんとさ
ん発電所

ならのはお
てんとさん
発電所

あすなら保
育園おてん
とさん発電
所

あすなら苑
第２おてん
とさん発電
所

恋の窪未来
発 電 所
＠ならコー
プ

発電種類 太陽光 太陽光 太陽光 太陽光 太陽光
設置地域（市町村） 奈良県大和

郡山市
奈良県奈良
市

奈良県大和
郡山市

奈良県大和
郡山市

奈良県奈良
市

場所（屋根・陸上） 屋根 屋根 屋根 屋根 屋根
建物・土地所有者 社会福祉法

人協同福祉
会

社会福祉法
人ならのは

社会福祉法
人協同福祉
会

社会福祉法
人協同福祉
会

市民生活協
同組合　な
らコープ

設備所有者 社会福祉法
人協同福祉
会

社会福祉法
人ならのは

社会福祉法
人協同福祉
会

社会福祉法
人協同福祉
会

一般社団法
人地域未来
エネルギー
奈良

事業主体（団体名） おてんとさ
んプロジェ
クト

サークルお
てんとさん

サークルお
てんとさん

サークルお
て ん と さ
ん＋協同福
祉会

一般社団法
人地域未来
エネルギー
奈良

資金募集事業者名称 あすなら苑
おてんとさ
ん発電プロ
ジェクト

ならのはお
てんとさん
発電プロジ
ェクト

あすなら保
育園おてん
とさん発電
プロジェク
ト

ＮＰＯ法人
サークルお
てんとさん

トランスバ
リュー信託
株式会社

出資募集期間 2003.9.1～
2004.3.31

2006.8.10～
2007.3.31

2010.9.1～
2011.3.31

2013.11.21～
2013.12.12

2014.2.3～
3.17

資金調達形態 寄附＋助成
金

寄附＋助成
金

寄附＋助成
金

建設協力金
（借入金）
金銭消費賃
借契約

実績配当型
合同運用指
定金外信託

稼働開始年月 2004年３月 2007年２月 2011年３月 2014年１月 2014年５月
予定

設備容量（kW） 20kW 10kW 10kW 10.08kW 49.6kW

総事業費＊（啓発事業含む） 1883万円 647万円＊
（639万円）

813万円＊
（811万円）

3,880,000 18,000,000

次ページへ続く

メーカー SANYO シャープ ホンダソル
ティック

ソーラーフ
ロンティア

ソーラーフ
ロンティア

工事費（円） 18,259,500 6,099,450 7,980,000 3,715,530 16,569,900
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（出所）一般社団法人・地域未来エネルギー奈良の内部資料による

資金内
訳（円）

寄付 2311人　
9,617,628

313人　
3,171,635

142人　
1,533,000

80,000 0

おてんとさんち
ょきん

200,000 400,000 300,000 0

補助・助成金 NEDO
9,129,750

NEDO
3,097,094

※
4,350,000

0 0

グリーン電力証
書代金

155,660 0 0

施設の自己資金 553,899 0 1,694,340 1,500,000 0
建設協力金 0 0 0 2,000,000 0
融資 0 0 0 0 18,000,000
計（円） 19,301,277 6,468,729 8,133,000 3,880,000 18,000,000

経費 点灯式・講演会、
書類郵送等

約57万円 約29万円 約13万円 約17万円 手数料その
他約100万
円

収益の活用用途 全量自己消
化。発電に
見合う電気
代金一部を
会費として
年５万円10
年間おてん
とさんちょ
きん（再生
エネ普及資
金）へ。

全量自己消
化。発電に
見合う電気
代の一部を
まとめて50
万円おてん
とさんちょ
きんへ。

余剰電力を
販売。発電
量に見合う
電気代の一
部を会費と
して年５万
円10年間お
てんとさん
ち ょ き ん
へ。

FIT制度を
活用し、全
量売電。借
入金（１口
10万円×20
口）を10年
後11万円で
一括返済す
る予定。寄
付金につい
ては啓発資
金に充てる
予定。

毎年、返済、維
持管理費、動産
総合保険料、修
繕費積立、信託
報酬、固定資産
税、法人税など
の支出あり。返
済以降ならば可
能。（人件費ま
では難しい）さ
らに発電所を設
ければ、ある程
度まとまった資
金は出てくる計
画。小水力利用
やバイオマス利
用支援への活用
を検討。

年間発電量（平均kWh） 20489 10867 12999 予測10493 予測50000

＊総事業費のうち（ ）の金額が実際に掛かった費用。最終調整の
結果、余剰分は「おてんとさんちょきん」に積み立て

融資期間15
年　年金利
2.35％

※助成金　　新エネルギー導入促進協議会　3,800,000
関西グリーン電力基金　500,000
ならコープ（点灯式費用）50,000

－ 信託期間15
年１ヶ月　
予定配当率
年1.25％　
信 託 報 酬
1.1％

売電収入（年） 0 0 約 1 1万円
（余剰電力
24円/kWh）

予測約40万
円（36円＋
消 費 税 ：
3 7 . 8 円
/kWh）

予測約195
万円（ 3 6
円 ＋ 消 費
税：38.8円
/kWh）



施
設
あ
す
な
ろ
苑
（
９
）（

大
和
郡
山
市
）
の
屋
根
に
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
事
業
で
あ
り
、
二
〇
〇
三
年
九
月
か
ら
寄
附
を
募

り
、
七
ヶ
月
の
募
集
期
間
に
九
六
一
万
七
六
二
八
円
の
寄
附
を
集
め
、
こ
れ
に
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
よ
る
助
成
金
九
一
二
万
九
七
五
〇
円
お

よ
び
同
施
設
の
自
己
資
金
五
五
万
三
八
九
〇
円
を
加
え
、
総
額
一
九
三
〇
万
一
二
七
七
円
で
実
施
さ
れ
た
。
資
金
提
供
者
は
、
合
計

二
三
一
一
人
で
あ
っ
た
。

次
に
、
同
発
電
所
二
号
機
は
、
社
会
福
祉
法
人
な
ら
の
は
の
運
営
す
る
施
設
（
奈
良
市
）
に
、
一
号
機
同
様
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
を

設
置
す
る
事
業
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
八
月
か
ら
寄
附
を
募
り
、
約
八
ヶ
月
で
三
一
七
万
一
六
三
五
円
の
寄
附
を
集
め
、
同
様
の
助

成
金
を
加
え
、
総
額
六
四
六
万
八
七
二
九
円
で
実
施
さ
れ
た
。
資
金
提
供
者
は
、
合
計
三
一
三
人
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
同
発
電
所
三
号
機
は
、
社
会
福
祉
法
人
協
同
福
祉
会
の
運
営
す
る
、
あ
す
な
ら
保
育
園
（
大
和
郡
山
市
）
の
屋
根
に
太

陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
事
業
で
あ
り
、
二
〇
一
〇
年
九
月
か
ら
寄
附
を
募
り
、
七
ヶ
月
で
一
五
三
万
三
〇
〇
〇
円
の
寄
附
を
集
め
、

助
成
金
を
加
え
、
総
額
八
一
三
万
三
〇
〇
〇
円
で
実
施
さ
れ
た
。
資
金
提
供
者
は
、
合
計
一
四
二
人
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
一
〜
三
号
機
に
関
し
て
、
寄
附
は
一
口
三
〇
〇
〇
円
で
、
寄
附
を
集
め
る
活
動
と
し
て
は
、
な
ら
コ
ー
プ
の
生
協
各
店
舗

で
、
地
球
温
暖
化
や
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
学
習
会
を
開
催
し
、
啓
発
活
動
に
努
め
る
と
と
も
に
、
な
ら
コ
ー
プ
も
注
文
用
紙

で
寄
附
が
で
き
る
仕
組
み
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
生
協
の
理
事
長
等
に
も
寄
附
を
呼
び
か
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
寄
附
金
の

提
供
者
は
、
生
協
組
合
員
が
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
に
全
国
の
生
協
理
事
長
等
が
加
わ
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
同
発
電
所
四
号
機
は
、
一
号
機
の
設
置
さ
れ
た
あ
す
な
ら
苑
の
屋
根
に
も
う
一
つ
の
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
事
業
で
あ
る

が
、
今
ま
で
の
三
事
業
と
は
異
な
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
サ
ー
ク
ル
お
て
ん
と
さ
ん
に
よ
る
「
疑
似
私
募
債
」
（
10
）

の
発
行
に
よ
っ
て
資
金
調

達
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
〜
三
号
機
の
発
電
が
自
己
消
化
（
た
だ
し
三
号
機
は
余
剰
電
力
を
売
電
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
四
号
機

は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
を
利
用
し
、
全
量
売
電
に
よ
っ
て
借
入
金
返
済
お
よ
び
利
払
い
を
行
う
契
約
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同

（37）



疑
似
私
募
債
は
、
貸
借
期
間：

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
一
日
〜
二
〇
二
四
年
七
月
末
、
予
定
利
率：

一
％
（
単
利
）、
申
込
単
位：

一

口
一
〇
万
円
（
一
口
以
上
、
二
口
ま
で
）、
計
算
期
日：

貸
借
期
間
の
毎
年
三
月
末
日
（
年
一
回
）、
計
算
期
間：

二
〇
一
四
年
四
月

一
日
か
ら
当
該
計
算
期
日
ま
で
の
期
間
、
元
本
償
還
お
よ
び
利
息
支
払
日：

二
〇
二
四
年
七
月
（
元
本
お
よ
び
利
息
の
合
計
一
一
万

円
（
一
口
）
は
、
満
期
一
括
返
済
で
あ
り
、
期
中
の
元
本
返
済
お
よ
び
利
息
支
払
い
は
行
わ
な
い
）
と
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年

一
一
月
二
一
日
か
ら
一
二
月
一
二
日
ま
で
の
期
間
に
出
資
を
募
り
、
合
計
二
〇
人
の
資
金
提
供
者
か
ら
総
額
二
〇
〇
万
円
を
集
め
た
。

な
お
、
出
資
を
募
っ
た
相
手
先
は
、
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
会
員
お
よ
び
関
係
者
で
あ
っ
た
た
め
、
資
金
提
供
者
も
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
会
員
お
よ
び
関
係

者
で
あ
っ
た
。

第
五
の
事
業
は
、
一
般
社
団
法
人
地
域
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
奈
良
が
事
業
主
体
と
な
り
、
市
民
生
活
協
同
組
合
な
ら
コ
ー
プ
の
屋
根

に
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
業
の
中
で
、
初
め
て
多
数
の
出
資
者
か
ら
投
資
資

金
を
集
め
、
フ
ァ
ン
ド
を
組
成
し
た
と
い
う
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
フ
ァ
ン
ド
は
、「
自
然
の
ち
か
ら
フ
ァ
ン
ド
・
ア
ー
ス
ソ

ー
ラ
ー
（
恋
の
窪
未
来
発
電
所
＠
な
ら
コ
ー
プ
）」
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
図
表
２

参
照
）。

①
実
績
配
当
型
合
同
指
定
金
銭
信
託

②
受
託
者：

ト
ラ
ン
ス
バ
リ
ュ
ー
信
託
株
式
会
社

③
募
集
期
間：

二
〇
一
四
年
二
月
三
日
〜
二
〇
一
四
年
三
月
一
七
日
（
た
だ
し
、
先
着
順
に
よ
る
受
付
と
な
り
、
募
集
の
総
額
に
達

し
た
場
合
終
了
す
る
。
ま
た
、
受
託
者
の
都
合
に
よ
り
、
募
集
期
間
を
延
長
し
た
り
、
予
告
な
く
終
了
す
る
こ
と
が
あ
る
。）

④
募
集
の
総
額
（
口
数
）：

一
八
〇
〇
万
円
（
一
八
〇
口
）

⑤
最
低
募
集
額：

一
八
〇
〇
万
円
（
た
だ
し
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
七
日
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
商
品
の
信
託
金
の
合
計
額
が
最
低

（38）



募
集
金
額
に
満
た

な
い
場
合
は
解
約

と
な
る
場
合
が
あ

る
。）

⑥
信
託
期
間：
二
〇

一
四
年
四
月
一
五

日
〜
二
〇
二
九
年

五
月
三
一
日
（
一

五
年
一
ヶ
月
間
）

（
た
だ
し
、
信
託
終

了
日
前
に
信
託
財

産
が
全
額
換
金
さ

れ
た
場
合
は
全
額

換
金
さ
れ
た
日
の

翌
銀
行
営
業
日
に
、

信
託
を
継
続
し
難

い
事
由
が
生
じ
る

等
の
強
制
終
了
事

（39）

図表２　自然のちからファンドの仕組み

投資家

（委託者兼受益者）

元本償還
収益配当

実績配当型合同運用
指定金銭信託設定

売電契約 売電料

賃貸借契約

元利金
支払融資

賃料支払

所有

パネル設置管
理・運営

投資家 投資家 投資家 投資家

関西電力 株式会社エコテック

（市民発電所事業主体）

市民生活協同

組合ならコープ

恋の窪未来発電所＠
ならコープ

トランスバリュー信託
（受託者）

一括請負契約
管理契約 管理費支払

（出所）トランスバリュー信託株式会社「自然のちからファンド」販売用資料、2014年２月、４ペー
ジ。



由
が
発
生
し
た
場
合
は
受
託
者
か
ら
通
知
し
た
日
に
信
託
期
間
は
終
了
す
る
。）

⑦
申
込
単
位：

一
口
一
〇
万
円
（
一
口
以
上
一
口
単
位
、
上
限
五
口
）

⑧
申
込
手
数
料：

申
込
者
一
人
に
つ
き
二
一
六
〇
円

⑨
計
算
期
日：
信
託
期
間
中
の
毎
年
四
月
末
日
（
年
一
回
）

⑩
計
算
期
間：
信
託
開
始
日
又
は
直
前
の
計
算
期
日
の
翌
日
か
ら
当
該
計
算
期
日
ま
で
の
期
間

⑪
元
本
償
還
及
び
収
益
配
当
支
払
日：

各
計
算
期
日
か
ら
一
ヶ
月
後
の
応
当
日
（
尚
、
初
回
は
二
〇
一
五
年
五
月
末
日
、
た
だ
し
、

当
該
日
が
銀
行
休
業
日
の
場
合
は
、
そ
の
翌
営
業
日
）

⑫
予
定
配
当：

予
定
配
当
率
　
年
一
・
二
五
％
（
た
だ
し
、
予
定
配
当
率
は
、
実
績
配
当
の
目
標
参
考
値
と
し
て
お
示
し
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
記
載
の
配
当
率
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
合
同
運
用
財
産
の
状
況
お
よ
び
実
際
発
生
す
る
経
費
に
よ
り
変
動

す
る
こ
と
が
あ
る
。）

⑬
信
託
報
酬：

信
託
元
本
残
高
に
対
し
て
年
一
・
一
％

⑭
課
税
関
係：

収
益
配
当
金
に
対
し
二
〇
・
三
一
五
％
（
所
得
税
一
五
・
三
一
五
％
、
地
方
税
五
％
）
の
税
率
に
よ
り
源
泉
徴
収

⑮
中
途
解
約
、
譲
渡
、
担
保
、
質
入：

中
途
解
約
、
譲
渡
、
担
保
、
質
入
は
不
可
。
相
続
は
可
。

こ
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
二
〇
一
四
年
二
月
に
出
資
募
集
を
開
始
し
、
予
定
通
り
約
一
ヶ
月
半
の
う
ち
に
五
一
名
か
ら
一
八
〇
〇
万
円

を
集
め
た
。
一
人
当
た
り
平
均
出
資
額
は
、
約
三
五
万
円
で
あ
り
、
そ
の
県
別
の
内
訳
（
金
額
ベ
ー
ス
）
は
、
奈
良
県
九
四
％
、
京

都
府
二
％
、
大
阪
府
二
％
、
愛
知
県
二
％
で
あ
り
、
出
資
者
の
属
性
別
内
訳
（
同
）
は
、
な
ら
コ
ー
プ
組
合
員
お
よ
び
職
員
三
七
％
、

地
域
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
奈
良
関
係
者
一
三
％
、
奈
良
市
の
行
政
関
係
者
（
職
員
）
七
％
、
一
般
四
三
％
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
資
口

数
の
推
移
を
み
る
と
、
新
聞
掲
載
よ
り
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
へ
の
投
稿
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
拡
散
が
口
数
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（40）



よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
図
表
３
参
照
）。
ま
た
、
な
ら
コ

ー
プ
な
ど
が
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
わ

か
る
。

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
不
特
定
多
数
の
資
金
提
供
者
に
呼
び
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
点
が
特
徴
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
中
核
と
な
る
資

金
提
供
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、A

graw
al

et
al.[2011]

も
中
核

的
な
投
資
家
を
フ
ァ
ミ
リ
ー
／
フ
レ
ン
ド
投
資
家
と
名
付

け
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
11
）。

こ
の
事
例
に
お
い

て
も
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
の
提
供
・
拡
散
が
重
要
で
あ

る
と
同
時
に
、
中
核
的
な
資
金
提
供
者
グ
ル
ー
プ
の
役
割

に
も
注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
に
よ
る
資
金
調
達
の
成
否
に
は
、
こ
れ
ら
の
資
金

提
供
者
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
中
核
的
な
資
金
提
供
者
を
集
め
る
た
め
に
は
、

事
業
内
容
に
対
す
る
共
感
と
事
業
を
担
う
主
体
に
対
す
る

（41）
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信
頼
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
業
の
場
合
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
一
〇
年
以
上
に
わ
た
る
取
組
が
こ
の
よ
う

な
共
感
と
信
頼
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

３
　
ス
キ
ー
ム
の
拡
大

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ス
キ
ー
ム
の
拡
大
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
株
式
型
で
あ
る
。
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
は
、
大
別
す
る
と
匿
名
組
合
型
と
株
式
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
株
式
型
を
採
用
し
て
い
る
例
は
極
め
て
少
な
く
（
12
）、

ほ
と
ん
ど

の
事
例
は
匿
名
組
合
型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
株
式
型
が
少
な
い
理
由
と
し
て
は
、
規
制
面
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
現
行
の
規
定
で

は
、
他
者
の
発
行
す
る
株
式
を
投
資
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
（
証
券
会
社
）
の
登
録
が
必
要
で
あ
り
（
金

商
法
二
八
条
一
項
一
号
）、
さ
ら
に
非
上
場
株
式
に
つ
い
て
は
、
日
本
証
券
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
に
よ
り
、
非
上
場
株
式
の
募

集
お
よ
び
私
募
の
取
扱
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
店
頭
有
価
証
券
規
則
第
三
条
）。
し
た
が
っ
て
、
既
存
の
事
例
と
し
て
は
、
グ

リ
ー
ン
シ
ー
ト
銘
柄
の
発
行
例
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
株
式
型
に
関
す
る
現
行
規
制
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
六
月
以
降
、
金
融
審
議
会
で
は
、「
新
規
・
成
長
企
業
へ
の

リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供
給
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
同
年
一
二
月
二
五
日
に
報

告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
同
報
告
書
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
、
①
仲
介
者
の
参
入
要
件
の
緩
和
、
②
投

資
者
保
護
の
た
め
の
必
要
な
措
置
、
③
自
主
規
制
機
関
に
よ
る
適
切
な
自
主
規
制
機
能
の
発
揮
な
ど
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら

に
、
非
上
場
株
式
の
取
引
・
換
金
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
も
提
案
が
示
さ
れ
た
。

特
に
、
仲
介
者
の
参
入
要
件
緩
和
に
関
し
て
は
、「
現
行
の
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
お
よ
び
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
つ
い

（42）



て
、
登
録
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
の
判
断
を
示
し
た
上
で
、
具
体
的
に
は
、「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
の
う
ち
、

非
上
場
株
式
の
募
集
又
は
私
募
の
取
扱
い
で
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
少
額
の
も
の
の
み
を
行
う
者
を
『
特
例

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
』
と
位
置
付
け
、
財
産
規
制
等
を
緩
和
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
こ
こ
で
の
少
額
の
範
囲
と

し
て
、「
発
行
総
額
一
億
円
未
満
か
つ
一
人
当
た
り
投
資
額
五
〇
万
円
以
下
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
（
13
）。

ま
た
、
非
上
場
株
式
の
取
引
・
換
金
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ト
銘
柄
制
度
の
利
用
企
業
数
減
少
と
売
買

の
大
幅
低
迷
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
日
本
証
券
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
に
基
づ
く
制
度
と
し
て
「
新
た
な
非
上
場
株
式

の
取
引
制
度
」
の
創
設
を
提
言
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
投
資
勧
誘
の
範
囲
を
「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
が
銘
柄
毎
に
組

成
・
管
理
す
る
『
投
資
グ
ル
ー
プ
』
の
メ
ン
バ
ー
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
取
引
ニ
ー
ズ
・
換
金
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
程
度

の
流
通
性
に
留
め
る
」、
②
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
し
て
は
「
適
用
対
象
外
」、
③
開
示
義
務
に
関
し
て
は
「
グ
リ
ー
ン
シ
ー

ト
銘
柄
制
度
に
お
け
る
ほ
ど
の
開
示
義
務
を
課
す
必
要
は
な
い
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
14
）。

こ
の
金
融
審
議
会
の
報
告
書
を
受
け
て
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
三
日
、「
金
融
証
券
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
二

六
年
法
律
第
四
四
号
）
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
改
正
で
は
、
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
利
用
促
進
と
非
上
場
株
式
の
取

引
制
度
に
関
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
た
（
15
）。

こ
の
う
ち
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
以
下
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
有
価
証
券
の
私
募
・
募
集
等
の
取
扱
を
「
電
子
募
集
取
扱
業
務
」
と
し
た
上
で
、
こ
の
電

子
募
集
取
扱
業
の
う
ち
、
非
上
場
株
式
で
あ
り
、
そ
の
発
行
総
額
お
よ
び
投
資
者
一
人
あ
た
り
の
払
込
額
が
少
額
で
あ
る
場
合
、

「
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
」
と
し
た
。
こ
の
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
の
み
を
行
う
旨
を
登
録
申
請
書
に
記
載
し
、
そ

の
登
録
を
受
け
た
者
が
「
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
」
と
な
る
。

（43）



次
に
、
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
係
る
特
例
と
し
て
、
①
参
入
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
兼
業
規
制
お
よ
び
自
己
資
本
規
制

は
適
用
さ
れ
な
い
、
②
行
為
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
兼
業
規
制
、
標
識
の
掲
示
、
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
お
よ
び
自
己
資
本
規
制

比
率
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
へ
の
業
務
委
託
、
公
開
買
付
事
務
取
扱
お
よ
び
大

量
保
有
報
告
規
制
に
お
け
る
特
例
報
告
は
行
え
な
い
）。

第
三
に
、
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
係
る
特
例
と
し
て
、
登
録
拒
否
要
件
に
、
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
整
備

と
い
う
要
件
が
付
加
さ
れ
る
と
と
も
に
、
行
為
規
制
に
、
業
務
管
理
体
制
の
整
備
が
付
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
投
資
家
保
護
の
観
点

か
ら
、
電
子
募
集
取
扱
期
間
中
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
情
報
提
供
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
、
非
上
場
株
式
の
取
引
制
度
に
関
し
て
は
、
日
本
証
券
業
協
会
の
「
規
則
に
お
い
て
流
通
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
」
は
取
扱
有
価
証
券
か
ら
除
外
さ
れ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
や
相
場
操

縦
等
規
制
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
法
改
正
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
四
年
六
月
一
七
日
、
日
本
証
券
業
協
会
の
非
上
場
株
式
の
取
引
制
度
等
に
関
す
る
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
し
た
。

同
報
告
書
で
は
、
株
式
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
、
以
下
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
（
16
）。

①
非
上
場
株
式
の
電
子
募
集
取
扱
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
対
し
て
も
証
券
会
社
と
同
様
の
規
制
を

適
用
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
券
会
社
に
対
す
る
規
制
を
加
減
し
て
い
く
。

②
電
子
募
集
取
扱
業
務
は
、
引
受
を
伴
わ
な
い
非
上
場
株
式
の
募
集
・
私
募
の
取
扱
に
適
用
さ
れ
る
、
現
在
の
自
主
規
制
を
そ
の
ま

ま
適
用
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
こ
れ
に
加
減
し
て
い
く
。

③
証
券
会
社
が
行
え
る
非
上
場
株
式
の
電
子
募
集
取
扱
業
務
は
「
少
額
」
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業

（44）



務
に
限
る
。

④
証
券
会
社
で
あ
っ
て
も
、
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
を
行
う
場
合
の
勧
誘
手
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
る
こ
と
と
し
、

電
話
お
よ
び
対
面
等
そ
の
他
の
勧
誘
手
法
を
併
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
同
報
告
書
で
は
、
投
資
者
に
お
け
る
リ
ス
ク
等
の
認
識
に
つ
い
て
、「
確
認
書
」
の
徴
求
に
よ
っ
て
確
認
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
に
よ
り
取
り
扱
う
非
上
場
株
式
の
発
行
者
の
事
業
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
等
の

た
め
に
必
要
な
体
制
整
備
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
内
閣
府
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
具
体
的
な
政

令
お
よ
び
内
閣
府
令
の
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
同
報
告
書
で
は
、
具
体
的
な
自
主
規
制
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
結
論
を
下

し
て
い
な
い
。

ま
た
、
非
上
場
株
式
の
取
引
制
度
に
関
し
て
は
、
情
報
開
示
に
関
し
て
、
以
下
を
提
言
し
て
い
る
。
①
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制

の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
発
行
者
に
対
し
て
適
時
開
示
義
務
が
課
さ
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、
②
発
行
者
に
よ
る
会

社
情
報
の
提
供
は
、
既
に
発
行
者
が
作
成
し
て
い
る
書
類
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
上
で
、
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
・
提
出
し

て
い
な
い
会
社
の
場
合
、「
会
社
法
に
基
づ
く
事
業
報
告
書
お
よ
び
計
算
書
類
等
」
と
し
、
③
募
集
等
の
取
扱
を
行
う
場
合
は
、「
募

集
事
項
等
に
関
す
る
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
」
と
し
て
い
る
（
17
）。

さ
ら
に
、
同
報
告
書
で
は
、
証
券
会
社
か
ら
投
資
グ
ル
ー
プ
加
入

者
へ
の
会
社
情
報
の
提
供
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
の
閲
覧
・
取
得
可
能
な
状
態
の
確
保
等
）、
投
資
グ
ル
ー
プ
へ
の
加
入
お
よ
び
脱

退
、
投
資
者
に
お
け
る
リ
ス
ク
等
の
認
識
の
確
認
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
お
よ
び
こ
れ
に
よ
る
説
明
、
投
資
グ
ル
ー
プ
を

組
成
す
る
銘
柄
の
選
定
、
証
券
会
社
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
投
資
グ
ル
ー
プ
内
で
行
わ
れ
る
募
集
の
取
扱
な
ど
に
つ
い
て
も
提
言

を
行
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
一
四
年
の
金
融
商
品
取
引
法
改
正
に
よ
っ
て
、
株
式
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
導
入
・
拡
大
が
促

（45）



進
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
、
株
式
型
の
場
合
、
流
通
・
換
金
性
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
法
改
正
で

は
、
投
資
グ
ル
ー
プ
制
度
と
一
体
に
し
た
改
正
が
進
め
ら
れ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ト
制
度
の
低
迷
と
い
う

状
況
に
対
す
る
反
省
を
踏
ま
え
て
、
改
正
が
進
め
ら
れ
た
点
も
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
海
外
に
お
け
る
株
式
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
先
行
事
例
と
し
て
は
、
英
国
で
の
利
用
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
英
国
で
の
利
用
例
と
し
て
目
立
つ
の
は
、
地
域
密
着
型
の
事
業
や
消
費
者
を
対
象
と
し
た
事
業
と
い
わ
れ
る
（
18
）。

し
た

が
っ
て
、
日
本
で
の
「
ふ
る
さ
と
投
資
」
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
企
業
に
と
っ
て
発
行
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、
今
後
の
具
体
的
な
制
度
運
営
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
る
の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
、
業
者
に
対
す
る
規
制
は
、
ど
の

程
度
コ
ス
ト
要
因
と
な
る
の
か
、
ま
た
投
資
者
保
護
に
お
い
て
有
効
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
資
金
調
達
規
模
が
少
額
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
規
制
の
コ
ス
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
持
続
可

能
性
を
大
き
く
損
ね
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
投
資
者
の
特
性
に
合
致
す
る

か
ど
う
か
が
課
題
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

以
上
、
本
稿
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
①
資
金
調
達
者
の
ニ
ー
ズ
、
②
資
金
提
供
者
の
属
性
、
③
ス
キ
ー

ム
の
拡
大
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
た
だ
し
、
株
式
型
の
み
な
ら
ず
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
今

後
具
体
的
な
規
制
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
否
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
上
記
報
告
書

で
は
「
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
を
行
う
場
合
の
勧
誘
手
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
る
こ
と
と
し
、
電
話
お
よ
び
対
面
等

そ
の
他
の
勧
誘
手
法
を
併
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

（46）



に
お
い
て
も
中
核
的
な
資
金
提
供
者
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
出
資
者
た
ち
と
は
、
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
定
す
る
」
と
い
う
措
置
は
、
未
公
開
株
式
投
資

に
係
る
詐
欺
的
な
勧
誘
防
止
に
は
有
効
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
現
状
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
特
性
を
損
ね
る
可
能
性

も
危
惧
さ
れ
る
。
実
際
の
規
制
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
投

資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
取
扱
に
関
し
て
は
、
案
件
の
規
模
と
手
数
料
と
を
勘
案
す
る
と
、
取
扱
業
者
あ
る
い
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

な
ど
の
仲
介
者
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
収
益
性
を
確
保
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
規
制
に
よ
る

コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
く
る
と
、
取
扱
業
者
は
持
続
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
手
数

料
に
転
嫁
す
る
と
、
金
融
商
品
と
し
て
成
り
立
た
な
く
な
る
。
し
か
し
、
投
資
と
位
置
付
け
ら
れ
る
以
上
、
一
定
の
投
資
家
保
護
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
も
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
、
有
吉
尚
哉
氏
（
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
）、
神
谷
亘
氏
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
株
式
会
社
）、
河
野

通
洋
氏
（
株
式
会
社
八
木
澤
商
店
）、
小
松
真
実
氏
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
株
式
会
社
）、
金
野
連
氏
（
酔
仙
酒
造
株
式
会
社
）、
金

野
泰
明
氏
（
酔
仙
酒
造
株
式
会
社
）、
清
水
順
子
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
サ
ー
ク
ル
お
て
ん
と
さ
ん
、
一
般
社
団
法
人
地
域
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
奈
良
）、

前
田
美
代
子
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
サ
ー
ク
ル
お
て
ん
と
さ
ん
、
一
般
社
団
法
人
地
域
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
奈
良
）
か
ら
有
益
な
ご
教
示
を
頂
戴
い
た
し

ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
本
稿
中
の
意
見
に
関
す
る
部
分
は
、
す
べ
て
筆
者
の
も
の
で
あ
り
、
記
述
内
容
に
関
す
る
責
任

も
、
す
べ
て
筆
者
に
帰
属
す
る
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。
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Ｓ
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劣
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が
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金
融
検
査
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ニ
ュ
ア
ル
」
で
は
、「『
債
務
者
の
実
態
的
な
財
務
内
容
』
の

把
握
に
あ
た
り
、
十
分
な
資
本
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
借
入
金
は
、
新
規
融
資
の
場
合
、
既
存
の
借
入
金
を
転
換
し
た
場
合
、
の
い
ず
れ

で
あ
っ
て
も
、
負
債
で
は
な
く
資
本
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
」
と
注
記
さ
れ
、
新
規
融
資
も
対
象
と
し
て
い
る
。「
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
二
〇
一
四
年
六
月
）
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
、
参
照
。http://w

w
w

.fsa.go.jp/m
anual/m

anualj/yokin.pdf

、

参
照
。

（
９
）

同
苑
は
、
介
護
施
設
と
し
て
創
意
工
夫
の
あ
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
人

協
同
福
祉
会
﹇
二
〇
〇
九
﹈、
参
照
。

（
10
）

内
閣
府
の
Ｈ
Ｐ
「
Ｑ
＆
Ａ
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
関
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
」
に
よ
る
と
、「
擬
似
私
募
債
」
と
は
、「
社
債
の

少
人
数
私
募
債
に
準
じ
た
形
で
発
行
す
る
も
の
で
、
利
息
制
限
法
・
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
等
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の
関
係
法
令
及
び
各
種
業
法
を
ク
リ
ア
し
た
民
法
上
の
証
拠
証
券
、
す
な
わ
ち
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
証
書
で
あ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等

も
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w

.npo-hom
epage.go.jp/q&

a/kobetsu-3-a.htm
l

、
参
照
。

（
11
）

A
graw

aletal.[2011]

の
実
証
研
究
に
つ
い
て
は
、
松
尾
﹇
二
〇
一
四
ｃ
﹈
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
12
）

例
え
ば
、
日
本
ク
ラ
ウ
ド
証
券
に
よ
る
春
う
ら
ら
か
な
書
房
の
株
式
発
行
の
事
例
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
日
本
経
済

新
聞
』
二
〇
一
三
年
八
月
二
九
日
（
朝
刊
）、
参
照
。

（
13
）

金
融
審
議
会
﹇
二
〇
一
三
﹈
三
〜
四
頁
。
な
お
、
同
報
告
書
で
は
、「
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
う
ち
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
の
募
集
又
は
私

募
の
取
扱
い
で
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
少
額
の
も
の
の
み
を
行
う
者
を
『
特
例
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
者
』
と

位
置
づ
け
、
財
産
規
制
等
を
緩
和
す
る
こ
と
」
も
提
言
し
て
い
る
。

（
14
）

金
融
審
議
会
﹇
二
〇
一
三
﹈
六
〜
八
頁
。
な
お
、
同
報
告
書
で
は
、
こ
の
「
投
資
グ
ル
ー
プ
」
に
つ
い
て
、「
メ
ン
バ
ー
と
し
て
想
定
さ
れ

る
投
資
者
層
と
し
て
は
、
当
該
非
上
場
企
業
の
役
員
・
従
業
員
若
し
く
は
そ
の
親
族
、
株
主
又
は
継
続
的
な
取
引
先
の
ほ
か
、
当
該
非
上

場
企
業
か
ら
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
て
い
る
（
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
）
者
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、「
そ
の
際
、『
投
資
グ

ル
ー
プ
』
に
加
入
で
き
る
者
を
特
定
の
属
性
に
よ
り
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
一
定
程
度
の
流
通
性
に
留
め
る
こ
と
を
担
保

す
る
観
点
か
ら
は
、
こ
の
銘
柄
毎
に
組
成
・
管
理
さ
れ
る
『
投
資
グ
ル
ー
プ
』
へ
の
加
入
に
当
た
っ
て
、
当
該
銘
柄
に
対
し
て
投
資
意
向

を
有
す
る
投
資
者
か
ら
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
へ
の
自
己
申
告
を
基
本
と
し
、
ま
た
、
新
た
な
非
上
場
株
式
の
取
引
制
度
の
特
性
や

リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
が
投
資
者
の
納
得
・
了
承
を
得
る
と
い
っ
た
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

（
15
）

本
改
正
に
つ
い
て
は
、
有
吉
﹇
二
〇
一
四
﹈
お
よ
び
小
長
谷
ほ
か
﹇
二
〇
一
四
﹈、
参
照
。

（
16
）

日
本
証
券
業
協
会
﹇
二
〇
一
四
﹈
一
三
〜
一
六
頁
。
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（
17
）

日
本
証
券
業
協
会
﹇
二
〇
一
四
﹈
二
三
頁
。
な
お
、
同
報
告
書
で
は
、「
募
集
事
項
等
に
関
す
る
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
に
つ
い
て
、

「
会
社
法
二
〇
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
募
集
株
式
の
引
受
の
申
込
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
。

こ
の
場
合
、
調
達
資
金
の
使
途
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
18
）

奥
谷
﹇
二
〇
一
三
﹈、
三
頁
、
参
照
。
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係
」『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
』
Ｎ
ｏ．

一
〇
〇
九
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
五

日
、
一
五
〜
二
四
頁
。

・
有
吉
尚
哉
﹇
二
〇
一
四
﹈「
非
上
場
株
式
取
引
制
度
に
関
す
る
近
時
の
動
向
と
実
務
へ
の
影
響
―
株
式
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
「
投

資
グ
ル
ー
プ
」
制
度
の
活
用
可
能
性
と
留
意
点
」『
金
融
法
務
事
情
』
Ｎ
ｏ．

二
〇
〇
五
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
八
八
〜
九
六
頁
。

・
奥
谷
貴
彦
﹇
二
〇
一
三
﹈「
英
国：

ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
株
式
募
集
」『
金
融
資
本
市
場
』（
大
和
総
研
）
二
〇
一
三
年
四
月
二
五
日
、

一
〜
四
頁
。http://w

w
w

.dir.co.jp/research/report/capital-m
kt/20130425_007094.pdf

・
金
融
審
議
会
﹇
二
〇
一
三
﹈「
新
規
・
成
長
企
業
へ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
の
供
給
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」
二
〇
一
三

年
一
二
月
二
五
日
、
一
〜
二
二
頁
。http://w

w
w

.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20131225-1/01.pdf

・
小
長
谷
章
人
・
山
辺
紘
太
郎
・
伊
東
成
海
・
佐
々
木
豪
・
原
昌
宏
﹇
二
〇
一
四
﹈「
新
規
・
成
長
企
業
へ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供
給
促
進
等
」『
商
事

法
務
』
Ｎ
ｏ．

二
〇
三
九
、
二
〇
一
四
年
七
月
二
五
日
、
二
八
〜
三
六
頁
。

・
社
会
福
祉
法
人
協
同
福
祉
会
﹇
二
〇
〇
九
﹈『
介
護
の
本
』
か
も
が
わ
出
版
、
一
〜
一
八
二
頁
。
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・
日
本
証
券
業
協
会
﹇
二
〇
一
四
﹈「
株
式
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
及
び
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ト
銘
柄
制
度
等
に
代
わ
る
新
た
な
非
上
場
株
式

取
引
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
―
『
非
上
場
株
式
の
取
引
制
度
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
』
報
告
書
」
二
〇
一
四
年
六
月
一
七
日
、

一
〜
四
五
頁
。http://w

w
w

.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/houkokusyo_0617.pdf

・
ふ
る
さ
と
投
資
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
推
進
協
議
会
﹇
二
〇
一
三
﹈「
ふ
る
さ
と
投
資
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
推
進
協
議
会
と
り
ま
と
め
」
二
〇
一
三
年

三
月
、
一
〜
一
四
頁
。

・
増
島
雅
和
﹇
二
〇
一
三
﹈「
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
制
を
考
え
る
」『
金
融
財
政
事
情
』
三
〇
三
三
号
、
二
〇
一
三
年
七

月
一
五
日
、
一
五
〜
一
九
頁
。

・
松
尾
順
介
﹇
二
〇
一
四
ａ
﹈「
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供
給
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六
八
二
号
、
二
〇
一
四
年
二

月
、
一
〜
一
九
頁
。

・
松
尾
順
介
﹇
二
〇
一
四
ｂ
﹈「
海
外
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
現
状
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
大
阪
研
究
所
）、

Ｎ
ｏ．

一
六
八
三
、
二
〇
一
四
年
四
月
、
八
〜
二
六
頁
。

・
松
尾
順
介
﹇
二
〇
一
四
ｃ
﹈「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
投
資
家
と
地
理
的
分
散
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
大
阪
研
究

所
）、
Ｎ
ｏ．

一
六
八
五
、
二
〇
一
四
年
八
月
、
一
〜
一
五
頁
。

・
森
本
健
一
﹇
二
〇
一
四
﹈「
株
式
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
我
が
国
に
お
け
る
規
制
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
」
第
八
二
回
証

券
経
済
学
会
全
国
大
会
報
告
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
日
、
和
歌
山
大
学
、
要
旨：

http://w
w

w
.sess.jp/m

eeting/report_82/03.pdf

・A
graw

al,A
jay,C

hristian
C

atalini,and
A

vi
G

oldfarb.2011."T
he

G
eography

of
C

row
dfunding",N

B
E

R
W

orking
paper

num
ber

16820,F
eb.

http://w
w

w
.nber.org/papers/w

16820

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）
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